
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に対して助成されます。

業務改善助成金

受給できる事業主  ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する中小企業事業主

１．「業務改善計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
２．事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる旨を就業規則等に規定し、実際にその賃金を支払うこと
３．生産性向上のための機器・設備などを導入することなどにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
４．解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと
※２０２５年度の今後の募集については、決定次第厚生労働省より発表されます。

受給内容

※ （ ）内の上限額は、事業場規模３０人未満の事業者のみ対象
※１ １０人以上の限度額区分は、次のいずれかに該当する事業場が対象となります。

１．事業場内最低賃金１，０００円未満の事業場
２．原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３ヵ月間のうち任意の１月の利益率
（売上高総利益率または売上高営業利益率）が３％ポイント以上低下している事業者

※２ ２０２５年度の地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引き上げを実施する場合、
引き上げ前の事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場も対象となります。

取り扱い機関

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

事業場内最低賃金

の引き上げ額

引き上げる

労働者数
助成の上限額 助成対象事業場 助成率

３０円以上

１人 ３０万円（ ６０万円）

次のいずれの要件にも該当する

事業場

１．事業場内最低賃金と地域別

最低賃金の額が５０円以内

（※２）

２．中小企業・小規模事業者で

あること

事業場内最低賃金が

１，０００円未満

４／５

事業場内最低賃金が

１，０００円以上

３／４

２～３人 ５０万円（ ９０万円）

４～６人 ７０万円（１００万円）

７人以上 １００万円（１２０万円）

１０人以上（※１） １２０万円（１３０万円）

４５円以上

１人 ４５万円（ ８０万円）

２～３人 ７０万円（１１０万円）

４～６人 １００万円（１４０万円）

７人以上 １５０万円（１６０万円）

１０人以上（※１） １８０万円

６０円以上

１人 ６０万円（１１０万円）

２～３人 ９０万円（１６０万円）

４～６人 １５０万円（１９０万円）

７人以上 ２３０万円

１０人以上（※１） ３００万円

９０円以上

１人 ９０万円（１７０万円）

２～３人 １５０万円（２４０万円）

４～６人 ２７０万円（２９０万円）

７人以上 ４５０万円

１０人以上（※１） ６００万円
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